
第２７号議案

豊川市児童遊園条例の一部改正について

豊川市児童遊園条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２７年２月１８日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市児童遊園条例の一部を改正する条例

豊川市児童遊園条例（昭和３９年豊川市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。

別表御馬児童遊園の項中「豊川市御津町御馬梅田３番地２」を「豊川市御津

町御馬浜田３５番地１」に改める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、御馬児童遊園を移転するため必要があるからであ

る。


